
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震等発生 

地震等の情報収集 

避難が必要か 

臨時休校 

注意体制発令か 

注意体制：「市内に震度４を観測したとき」

「気象庁が広島県に「津波注意報」を発表 

したとき」 

警戒体制発令か 

警戒体制：「市内で震度５弱又は震度５強を観測したとき」 

「市内で震度４を観測しかつ相当規模の被害が発生したとき」

「気象庁が広島県に「津波警報」を発表したとき」 

非常体制発令か 

非常体制  災害対策本部設置 

「市内に震度６弱以上を観測したとき」 

「市内で震度５強を観測し，かつ甚大な被害が発生したと予想されるとき」 

「市内に震度５弱を観測し，かつ甚大な被害が発生したとき」 

「気象庁が広島県に「大津波警報」を発表したとき」 

「気象庁が広島県に「津波注意報」を発表し，かつ甚大な被害が発生すると 

予測されるとき」 

避難所設置 

避難所撤収か 

非常体制解除 

通常体制 

臨時休校・下校

が必要か 

神村小学校 地震・津波に係る 

学校防災マニュアル 

避難（原則 グラウンド南） 

安否の確認 

集団下校か 

引き渡しか 

集団下校 引き渡し 

【震度５以上】 

・保護者に引き渡しを

するまでは，児童を学

校で保護する。 

震度４を観測，

原則，授業実施

後，集団下校と

する。 

・児童は教室で 

待機する。 

・担任は名簿で， 

引渡しを確実に 

確認する。 

・保護者は学年の大き

い順に教室に行き，

担任の確認を受けた

後，「引き渡し」を受

ける。 

避難場所・避難所 

 土砂 洪水 津波 地震 収容人数 

神村小学校 体育館 体育館 Ｇ Ｇ ３５６ 

大成館中学校 ― 体育館 Ｇ Ｇ ４７０ 

松永高等学校 ― 体育館 Ｇ Ｇ ９８３ 

神村公民館 施設 施設 ― ― ７３ 

神村ｺﾐｭﾆﾃｨｰＣ  施設 ― ― ２７５ 
元神村 12区 
ｺﾐｭﾆﾃｨ-館 施設 施設 ― ― ５６ 

 

教育委員会事務局から指示 

no 

yes 

no 

no 

no 

yes 

yes 

yes 

yes 

no 

帰宅後，震度５

以上の地震が発

生した場合，学

校から連絡せ

ず，翌日は臨時

休校とする。 

震度５以上 

始業前・・・臨時休校 

授業中・・・授業中止，集団下校（学校待機） 

      翌日は臨時休校 

放課後・・・翌日は臨時休校 

避難所設置か 教育委員会事務局から指示 
no 

yes 

配備体制 

震 度 配備体制 体 制 児童安否確認 

４ 注意体制 校長・教頭 × 

５弱強（４） 警戒体制 全職員 ○ 

６弱（震度

５強）以上 
非常体制 全職員 ○ 

 

初期応急活動 

学事課へ報告 

学事課又は 

施設課へ報告 

学事課又は 

施設課へ報告 

学事課又は 

施設課へ報告 

施設課へ報告（被害状況） 

学事課へ報告（人数・開設日時等） 

震度５以上の場合，

神村小学校前の道路

は，一方通行とする。 

神村公民館側から，

入校し，神村小学校北

門から東に向かう。 


